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市からの連絡帳

 子育て 

■「乳幼児医療費助成制度」
～１０月１日から所得制限がなくなります～
　市では、一定の所得制限のもと、
就学前の乳幼児の医療費の一部を助
成しています。１０月１日から、６歳
に達する日以後、最初の３月３１日ま
でのお子さん（未就学児全員）につ
いて、所得制限がなくなり全員が対
象となります。
　この制度を利用されていない対象年
齢の保護者の方へは、７月下旬に申
請書等を郵送します。医療助成は申請
が無いと受けられませんのでご注意く
ださい。
□要件　市内在住の就学前（平成１３年
４月２日生まれ以降）の乳幼児の保護者
□助成範囲　乳幼児が保険診療を受
けたときの自己負担金額（※健康診
断、入院時食事、薬容器代は対象外）
□助成期間　１０月１日（１０月１日以
降の申請の場合は申請日）～平成２０
年９月３０日（期間内に受給要件を失
ったときはその前日まで）
※８月中に申請があった方は、１０月から
の医療証を９月下旬に交付します。
□必要なもの　①申請書  ②お子さ
んの健康保険証のコピー  ③年金加
入証明書（児童手当を受けていない
方で全国土木国民健康保険組合以外
の国民健康保険証の方）④平成１９年
度所得証明書（平成１９年１月２日以
降に転入した方）⑤その他必要書類
※②③④については、後日提出可。
※平成１９年度の児童手当の申請、現
況届を提出されている方は、③④は
いりません。
　申 子育て支援課（田無庁舎）、市民課
総合窓口係（保谷庁舎）の回収ポス
ト、各出張所の回収ポスト
～「現況届」の提出について～
　現在医療助成を受けている方で医
療証（有効期間が９月３０日までのも
の）をお持ちの方に「現況届」を８
月上旬に郵送しますので８月１７日晶
までに提出してください。「現況届」
が提出されない場合は、１０月以降の
医療証が交付できませんのでご注意
ください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■児童扶養手当
□受給資格者　日本国内に住所があ
り、次の支給要件にあてはまる１８歳
に達した日以後、最初の３月３１日ま
での児童（政令の定める程度の障害
の状態にある場合は２０歳未満）の母
または養育者。（母または養育者が
老齢福祉年金以外の公的年金を受給
できる場合は除く）
□支給要件　教父母が離婚した児童
教父が死亡または生死不明の児童　
教父に重度の障害がある児童（父の

障害年金の加算になるときは除く）
教父が１年以上拘禁されている児童
教父に１年以上遺棄されている児童
教婚姻によらないで生まれた児童
（認知した父の扶養がある場合は除く）
　なお、昭和６０年８月１日以降支給
要件に該当し、平成１５年４月１日現
在５年を経過している方は、時効により
手当の請求をすることができません。
□支給制限　次の状態にある場合は
該当しません。
◎児童が父または母の死亡により遺
族年金等を受けることができる場合
◎児童が里親に委託されている場合や
児童福祉施設等に入所している場合
◎児童が父と生計を同一にしている場合
◎児童が母の配偶者（事実上の配偶
者を含む）と生計を同一にしている場合
◎請求者または児童が日本に住所が
ない場合
□手当額   全部支給…月額４１,７２０円、
一部支給…月額４１,７１０円～９,８５０円
（所得に応じて１０円きざみ）。第２
子は５,０００円、第３子以降１人につき
３,０００円の加算
□留意事項　手当の受給後資格がな
くなっている場合に、届け出をせず手当を
受給し続けた場合、資格がなくなった月
の翌月からの手当額を全額返還となりま
す。また、資格がない場合に、不正に受
給を受けたときは、懲役や罰金となります
ので注意してください。
～児童扶養手当額の支給制限が予定
されています～
　平成２０年４月１日から、手当額の
支給制限が予定されています。
　母である受給資格者に対する手当
は、次のいずれかの早い日の属する
月から、その一部を支給されなくな

ります。
①支給開始月の初日から５年を経過
したとき
②支給要件に該当した月の初日から
７年を経過したとき
③認定請求した日に３歳未満の児童を
監護していた場合、３歳に達した月の翌
月の初日から５年を経過したとき※上記
の期間を経過しても、受給資格者に身
体上の障害がある場合等は、その間は
支給を制限されません。
□減額割合　子育て支援や就労支
援、経済的支援施策の状況、離婚状
況等を踏まえたうえ、定められる予
定です。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■特別児童扶養手当
　対 ２０歳未満の中・重度の障害（おお
むね愛の手帳１～３度程度、身体障
害者手帳１～３級、４級の下肢の一
部程度、これらと同程度以上の内部
障害、または日常生活に著しい制限を
受ける状態の精神障害）のある児童を
養育している父母または養育者。
　手帳がない場合は、指定の診断書
で申請ができます。
　児童が施設入所している場合、児
童の障害を支給事由とする公的年金
を受けることができる場合は、支給

されません。
□手当額　重度障害児…月額５０,７５０
円、中度障害児…月額３３,８００円
■各手当共通
　各手当は、申請のあった翌月分か
ら支給されます。所得が限度額以上
の時は支給が停止されます（下記表
参照）。児童扶養手当については、
手当の受給者が母の場合、母が監護
する児童の父から、母または児童が
受け取る養育費金額の８割が母の所
得として取り扱われます。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■地域子育て支援センターから
～夏も、地域子育て支援センターで
楽しい時間を～
　７月後半～８月末の期間、保育園
のプールで、水遊等が楽しめます。
　日時・利用方法等は、各センター
へお問い合わせください。
センター『けやき』（札４６４－３８２２）
センター『なかまち』（札４２２－４８８２）
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 環　　境 

■オール東京６２市区町村共同事業
「みどり東京・温暖化防止プロジ
ェクト」がスタ－ト
　東京の緑の保全や温室効果ガスを
削減するため、都内６２の市区町村が
連携・共同して「みどり東京・温暖
化防止プロジェクト」を実施するこ
とになりました。平成１９年度は、キ
ャンペーン事業・短編アニメーショ
ンの製作・みどり体験交流事業等を
実施します。このプロジェクトのシ
ンボルのロゴマークも募集していま
す。詳細は特別区協議会の　HP で。
　HP 　http://www.tokyo-23city.or.jp/logo.html
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

 男女平等 

■（仮称）女性センターの意見交換会
　住吉福祉会館建替えに伴い平成２０
年４月に開館する（仮称）女性セン
ターの運営や事業についての意見交
換会を行ないます。
　時 ７月２０日晶  午後７時～９時
　場 イングビル第３・４会議室
◆生活文化課男女平等推進係
（札４５０－００５５）

 文　　化 

■（仮称）保谷駅前公民館・図書
館利用者懇談会
　時 ・　場 ①８月４日松  午後６時３０分～
８時３０分
・住吉公民館　②８月１１日松  午前１０
時～正午・下保谷図書館
◆保谷公民館（札４６４－８２１１）
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

平成１９年度児童扶養手当・特別児童扶養手当所得制限限度額表
〈平成１８年中の所得・平成１９年８月分～平成２０年７月分手当に適応〉

　（単位：円）

特別児童扶養手当児童扶養手当

配偶者
扶養義務者本人

孤児等の養育者
配偶者

扶養義務者

本人

一部支給全部支給

６，２８７，０００４，５９６，０００２，３６０，０００１，９２０，０００１９０，００００人

６，５３６，０００４，９７６，０００２，７４０，０００２，３００，０００５７０，０００１人

６，７４９，０００５，３５６，０００３，１２０，０００２，６８０，０００９５０，０００２人

６，９６２，０００５，７３６，０００３，５００，０００３，０６０，０００１，３３０，０００３人

１人増すごとに
加算２１３，０００１人増すごとに加算３８０，０００４人以上

老人扶養６０，０００
（老人扶養のみ
は２人目から）

特定扶養２５０，０００
老人扶養１００，０００

老人扶養６０，０００
（老人扶養のみ
は２人目から）

特定扶養　１５０，０００
老人扶養　１００，０００

１人に
つき加算

所得から控除できる額
（単位：円）

特別児童
扶養手当

（本人・配偶
者等共通）

児童扶養手当

種　　別
受給者（養育者）
配偶者

扶養義務者
孤児等の養育者

受給者（母）

８０，０００８０，０００８０，０００社会保険料相当額

２７０，０００２７０，０００２７０，０００障害・勤労学生控除

４００，０００４００，０００４００，０００特別障害者控除

※　２７０，０００２７０，００００寡婦（夫）控除

８０，０００８０，００００寡婦特別加算控除

控除相当額控除相当額控除相当額
雑損・医療費・配偶
者特別・小規模企業
共済等掛金控除

※配偶者は寡婦（夫）控除なし


